
２ 共同事業者について    

１ 公募概要について 

 

 

「ヨコハマＳＤＧｓデザインセンター(仮称)」 事業について 
 

 

 

 

 

 
※１ 対等・自主性尊重・自立性尊重・相互理解・目的共有・公開の６原則 

※２ 横浜市市民協働条例（抜粋） 

第９条 市長は、市の発意に基づき市民協働事業を行おうとするときは、その相手方となる市民等を公正 

な方法により選定しなければならない。 

２ 市長は、市民協働事業の相手方となる市民等の選定に当たっては、当該市民協働事業に必要な技術、 

専門性、サービスの質その他の事業を遂行する能力を総合的に考慮しなければならない。 

 

 

（1）公募期間 
平成30年10⽉22⽇（⽉）〜11⽉19⽇（⽉）  

 
(2) 評価ポイント及び選定⽅法 
  提案内容の実現性、事業⾒通し、実績のある適切な⼈材配置等についての提案内容を総合的に 
評価し選定しました。 

 

 

 

（1）共同事業者 
応募のあった３事業者の提案を審議し、次のとおり共同事業者を決定しました。 
「５者による共同事業体」    

株式会社神奈川新聞社、株式会社テレビ神奈川、株式会社 tvk コミュニケーションズ、 
凸版印刷株式会社、株式会社エックス都市研究所 

 
（2）協働事業期間 
   SDGs 未来都市の取組期間である 2020 年度末まで、協働で事業を進めます。 
   なお、本事業は SDGs の達成年次である 2030 年を⾒据えて取り組みます。 
 
（3）平成 30 年度の取組内容 

「具体的な地域課題を設定した試⾏的取組」 「運営に必要な機能・仕組み等の構築」 
「オンラインネットワーク構築」 「プロモーション」 ※具体的内容は共同事業者と協議の上決定します。 

・ 「ヨコハマ SDGs デザインセンター(仮称)」(以下「センター」。)は、将来的に⺠間事業者等による
⾃⽴的な運営を⽬指すため、その⽴ち上げ段階から、横浜市市⺠協働条例(以下「条例」。) 
第 8 条「市⺠協働事業の基本原則※１」に基づく「市⺠協働事業」として進めてまいります。 

・ この度、条例第９条※２に基づく⼿続きにより、公募・選定を経て、共同事業者を決定しましたの
で、ご報告します。 

平 成 3 0 年 1 2 月 1 3 日 

温暖化対策・環境創造・資源循環委員会 

温 暖 化 対 策 統 括 本 部 

裏⾯あり 



参考 センター事業の全体像 

３ スケジュール（想定）  

 

 

 

取組項⽬ 2018 2019 2020 2021〜2030 

ヨコハマ SDGs 
デザインセンター(仮称)  

    
    

センター運営 
    

オンラインシステム     

試
⾏
的
取
組 

①課題設定型 
    

②⾃主展開型     

プロモーション     

 

ヨコハマ SDGs デザインセンター(仮称) 

マーケティング  収集・調査・分析 

コーディネート  
解決策の企画・⽴案 

担い⼿の募集・発掘・育成 
実証実験等の協⼒・⽀援 

イノベーション  ソリューション(解決策）の提案 

プロモーション  ⼤都市モデルとして国内外へ発信 

同時解決型「⼤都市モデル」創出 

市内の様々な主体 

提供 

オンライン 
システム 

 企業 

 各プラットフォーム 

 ⼤学・研究機関 

 NPO 
地域活動団体 

経済 

環境 

社会 

環境・経済・社会的課題の同時解決を⽬指した取組を、課題と場所を設定の上、2 通りで実施 
・課題設定型  市と共同事業者が協議の上課題設定 
・⾃主展開型  共同事業者が地域・企業等からニーズ・シーズを集め課題を設定 

ニーズ（地域課題等）・シーズ（企業技術・知⾒等）を分野・組織横断的につなぎ、 
環境・経済・社会的課題の同時解決型「⼤都市モデル」を⽣み出す仕組みを創設 

シーズ・ニーズ 

⼤都市モデル創出に向けた 試⾏的取組 

機能構築 
運営組織⽴上げ 

本格稼働 
運営組織法⼈化 

検討・実施 

実施 

システム整備 システム運⽤ 

検討・推進 

⾃⽴的運営 

SDGs 未来都市 取組期間 

全⾯開設 ⼀部開設 

 

実施 


